
子 高 号 外 

令和４年 12 月 23 日 

 

介護保険サービス事業所管理者 殿 

 

沖縄県子ども生活福祉部 

高齢者福祉介護課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

令和５年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職

員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について 

 

平素より本県の高齢者福祉行政の推進について、御協力いただき感謝申し上げます。 

みだしのことについて、厚生労働省老健局老人保健課から令和４年 12 月 20 日付け事務

連絡がありますので、送付いたします。 

 令和５年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベー

スアップ等支援加算の計画書の提出については、下記の取扱いとなりますので、ご承知のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

記 

(１)計画書様式の提示 

 厚生労働省が新しい計画書様式を発出後、県のホームページにて提示する。 

（令和５年２月末～３月上旬を予定） 

 

(２)計画書の提出期限 

令和５年４月又は５月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、同年４月 15

日までに計画書を都道府県知事等へ提出する。 

 

（参考）通常の取扱い 

 加算を取得する月の前々月の末日までに、都道府県知事等へ提出する。 

以上 

 

 

沖縄県高齢者福祉介護課 

介護指導班 

電話：098-866-2214 


